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於
け
る
戦
時
の 

勞

働

不

安

(

上)■
堀

.
江
ニ

一，_，命

1

勞
慟
不
安
の
原
因

英
國
に
於
て
は
歐
洲
開
®

の
當
初
勞
働
者
の
間
に
產 

業
上
の
休
戰
主
張
せ
ら
れ
、

一

時
勞
働
紛
議
の
跡
を
絕 

ち
た
る
に
拘
は
ら
ず
、
其
後
戰
#

進
行
し
、
戰
局
擴
大 

し
て
却
て
工
業
界
に
種
々
の
事
件
.を

釀

し

つ

、
■あ
る
は 

何
故
な
る
か
。
大
英
學
術
協
會
經
濟
統
計
部
が
十
數
名 

の
委
員
を
選
任
し
て
、
調
査
せ
し
.め
た
る
報
告
書
に
基 

き
所
謂
勞
働
不
安
の
原
因
並
に
其
救
濟
策
を
觀
察
す
可 

し
。
右
委
員

會

は
パ
1

ミ
ン
ガ
ム
大
學
0
敎

授

.
ァ

ダム 

ダ
-
プ
リ
ュ
J
1

力
：丨
カ
ル
チ
■丨
氏
を
委
員
長
と
し
、
委
.

員
^

し
て
故
チ
ヤ
I

ル
ス
、
ブ

—

ス
，
バ
フ
1

マ
ン
*
ヒ 

ユ
I

、
ベ
ル
•

カ
ン
二
ン
ガ
ム
*

チ
ヤ
ブ
マ
ン
*ゴ
ン
ナ
丨

氏
等
を
網
羅
し
た
る
も
の
な
6
。

勞
働
不
安
の
狀
態
の
近
時
に
至
A
て
、
特
に
願
著
と 

爲
れ
る
原
因
を
數
ふ
れ
ば
左
の
如
し
。

(
一
)

生
活
程
度
の
向
上
に
對
す
る
勞
働
者
の
希S

T

 

(

ニ)

自
己
の
生
活
に
對
し
て
大
な
る
統
制
を
行
a
" 

又
勞
働
條
件
に
關
し
て
決
裁
的
發
言
を
得
ん
と
す 

る
勞
働
潜
の
希
璧
。

(

三)

規
律
，ぁ
る
職
業
の
不
確
實
。

(

四)

仕
事
の
單
調
。

(

五)

經
濟
上
の
狀
況
に
關
す
る
疑
惑
又
は
知
.a
の
缺 

陷

。

(

六)

規
律
ぁ
り
、
又
滿
足
な
る
勞
働
紫
に
對
す
る
傭 

者
の
希
望

_ (

.七)

戰
時
諸
計
畫
の
效
果
。

現
代
產
業
上
の
諸
i

は
.其
社
會
上
の
方
而
ょ
b
之 

を
理
解
せ
ん
と
す
る
に
は
、
商
業
上
の
勢
力
の
®
迫
並

笫

十

一

盤

(

‘
ニ
ニ
五
.

)

-雜

.錄

.
英
國
に
於
け
を
戰
晬
の
勞
働
不
安

-祺
九
辦

八

■i
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製
造
工
業
に
於
'け
る
婴
求
の
爲
め
に
生
じ
來
れ
る
事 

情
を
考
量
し
、」
l
M'
k
於
け
る
勞
働
0'
'

問
滕
：§,
他
の
一
. 

面
に
於
ホ
る
資
本
の
間
題
^
相
錯
綜
す
る
所
以
を
眼
中.

R-
S
か
ざ
る
可
か
ら
ず
。‘
以
上
列
擧
し
た
る
勞
働
不
安 

の
齡
原
因
に
就
て
考
ふ
る
控
、：̂

1
#.
.
.働
襄
が
產
霧
上

ン
 

の
產
物
に
對
し
’て
、
大
な
る
分
配
を
亨
け
、
以
て
生
活 

の
程
度
を
向
上
せ
ん
ミ
す
る
の
希
0
は
近
時
に
f

<

,
 

强
烈
ミ
爲
b
、
斯
ぐ
て
f
t龈
增
迆
の
.

を
生
じ
て
巳 

ま
ず
。
名
'0
上
の
賃
叙
と
實
質
上
の
賃
鈒
と
の
差
違
は\

 

多
數
勞
働
翁
に
依
て
明
に
理
騰
せ
ら
る
.、
一
方
に
、
彼 

等
が
奢
侈
を
行
ふ
餘
裕
の
極
め
て
狹
き
今
日
に
於
て
は 

必
要
品
に
於
け
る
代
價
の
.騰
貴
は
®
に
農
用
の
節
約
を 

强
要
す
石
に
至
ら
ざ
る
を
得
ず
。
近
年
に
於
け
る
產
業\ 

上
の
不
安
が
生
活
费
の
上
避
と
相
伴
ひ
た
る
は
著
明
の 

¥
實
に
し
て
、
又
開
戰
當
時
維
棒
せ
ら
.れ
1/a
る
產
業
上 

の
休
戰
が
其
後
に
於
け
る
物
價
殊
に
食
料
品
代
價
の
騰 

貴
に
依
て
破
る
、
^
至
れ
る
乙
>
/し4
亦
蔽
ふ
可
か
ら
ざ 

る
の
事
實
な
&
と
す
。
左
に
揭
ぐ
る
表
は
此
事
實
を
證

第

十

ー

怨

(

ニ
ニ
六

)

雜
錄
英
國
に
於
け
る
戦
時
の
勞
働
不
.安 

第
九
號 

八
四

九ニ 
一月
ハ

年

五 四 三

11
€

五 

I

四
七

一
四
八

1

四
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1

五
五

一

七

ニ

、
八

三

八

九

、O'
.

三

八

■

九
、
三【

ダ
ン
デ
ゴ
1
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四

四

.

：

五
三
、
六

|
|:
リ
ゲ
ァ
ー
ブ

(

丨
贏
漿

::I
L
:土 

九
、九

力

四

>
九

勞
働
者
階
級
が
食
物
に
對
し
て
、
消
我
す
る
所
得
の 

割
合
ば
雄
時
に
在
つ
て
、
所
得
の
豐
な
る
階
級
に
於
て 

六
割
七
分
、
其
乏
し
き
階
級
に
於
て
五
劍
七
分
の
前
後 

を
占
む
る
も
の
ビ
す
。
隨
て
戰
時
超
過
時
間
.の
勞
働
出
.
 

來
高
の
增
加
に
依
て
、
軍
需
品
製
造
忙
關
係
ぁ
る
勞
働 

渚
の
所
得
の
堪
加
著
し
き
も
の
ぁ
^vV

し'す
る
も
、
尙
ほ 

生
活
費
の
上
進
が
總
て
の
勞
働
者
階
級
に
對
し
て
、
、大 

な
る
負
擔
を
及
ぼ
す
に
至
る
や
：、.
論
を
俟
た
ず
。
勞
働 

渚
に
取
づ
て
最
も
觉
大
の
關
係
ぁ
る
は
、
彼
等
の
實
質 

毅
酬
に
し
て
、
生
活
费
の
增
進
谕
記
0
如
く
爲
る
以 

上
：は
、
自
ら
之
に
應
じ
て
、
.彼
等
の
所
得
^
開
戰
前
の， 

程
»
ょ
，り
高
か
ら
し
む
る
の
‘要
求
を
生
ず
可
き
な
り
。

但

し

此

間

題

の

解

決

を

紛
®

せ

し

む

る

は

、
勞

働

#
 

常

に

一

定

の

生

活

程

度

を

守

ら

す

、

之
を
向
上
せ
し
む 

る

の

希

望

を

有

す

る

の

一

事

に

し

て

、
此
希
望
は
敎
宵 

の

改

良

に

依

て

刺

戟

せ

ら

れ

て

已

嗦

す

ミ

雖

も

、

一
方 

に

國

民

の

產

槳

的

發

達

に

依

て

制

限

せ

ら

る

可

く

、
產 

業

の

生

産

力

を

增

殖

せ

す

し

て

、

獨

纟

無

限
に
賃
銀
を 

引

上

げ

.、
生

活

程

度

を

向

上

せ

し

む

る

が

如

き

、
事
情 

の

到

底

許

さ

C
る

所

な

り

S
す

。

第 

一
一
;l
s

上
の
衝
突
に
.し
て
勞
働
者
自
ら
自
己
.の
生 

活
を
支
配
し
.、
又
勞
働
條
件
舡
對
し
て
決
裁
的
地
位
を 

保
た
ん
マ」

す
る
希
望
に
胚
胎
す
る
も
の
少
*
か
ら
ず
。

蓋
し
今
日
民
主
的
運
.爾
は
政
治
上
ょ
6
產
業
上
0
生 

活
に
波
及
し
れ
り
。

一
方
に
賃
銀
に
關
す
る
紛
議
の
盛 

な
るV

J

共
に
、
.他
の一

方
に
は
工
場
の
管
理
、
勞
働
者 

の
訓
練
、
職
：

H

組
合
に
關
す
る
原
則
の
適
用
に
就
て
も 

亦
常
.に
紛
議
の
聲
を
絕
た
ず
、
思
ふ
に
是
等
の
要
求
は 

今
後
の
*,
業
生
，活
：に
於
て
、
重
大
：な
る
關
係
を
有
す
る 

に
至
る
可
し
。
殊
に
組
織
あ
る
勞
働
满
の
圓
體
が
今
H

齚
十
一
铪(

一1

二
七)

0

錄
英
亂
に
於
け
る
戦
時
の
•勞
働
不
安

第
九
號

金
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ニ
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八
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英
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於
け
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働
不
安

.
 

桀
九
號
，-

八
六
、
，

ま
で
致
し
た
る
要
求
-の
最
も
靈
大
な
る
も
の
は
勞
働
著 

の
產
物
數
量
を
決
定
す
る
に
就
.て

或

る

權

能

を

有

せ

，
ん 

'ど

す

る

の一

事
な
b

。
産
出
量
制
限
の
政
策
は
仕
事
を 

翁
速
に
進
拔
せ
し
め
、

■
斯
く
賃
銀
率
に
低
落
を
來
さ
ん 

V
J

す
る
.
の
，勢
に
對
す
る
保
護
法
た
る
の
故
を
以
て
辯
讓 

の
.
理
由
と
す
。
.從
來
穸
數
の
勞
働
考
は
或
る
時
期
に
臨 

ん
で
，
傭
裁

ょ

6
短
小
の
期
間
內
に
緊
密
に
勞
働
す
る 

-」

ビ
を
强
耍
せ
ら
れ
、

I

 

.旦
其
求
! /
.

る
所
に
.
應
じ
て
、 

過
度
‘
の

勞

働

，を

爲

す

や

、

.其
間
に
於
け
る
產
出
暈
の
增 

加
を
標
準

V」

し
て
、
新
に
賃
銀
率
を
決
定
.
せ

ら

る

、
に 

至
ら
ん
と
す
。
又
產
出
量
の
制
限
は
時
に
熟
練
あ
る
勞 

働
者
が
熟
練
の
少
な
き
勞
働
者
の
到
底
追
随
す
る
こ
.と 

を

許

さ
C

る
が
如
き
高
き
標
離
を
示
す
を
妨
げ
、
仕
事 

を
成
る
可
く
多
數
の
勞
働
潘
に
分
配
す
る
の
必
要
に
基 

い

て

主

張

せ

ら

る

>こ
.
と
あ
h

。
；
蓋

し

此

所

說

は

仕

事
 

に
ー
定
の
分
量
あ
る
場
合
に
、
或
る
數
の
勞
働
者
が
舉 

均
以
上
の
速
度
を
以
て
、
仕
事
に
當
れ
ば
、
他
の
勞
働 

潘
に
仕
事
の
不
足
を
生
ず
る
の
想
像
に
據
办
、
彼
の
勞

働
時
間
短
縮
の
所
說
も
亦
同
様
の
理
由
の
下
に
、
主
張 

せ
ら
る 
> 

が
-免
'1
,
^
.離
も
、
^
极
抵
に
大
な
.る
製
,«
の 

存
す
る
こ
ビ
.を
知
ら
.ざ
；.る
'可
か
ら
ず
0
若
し
'

t
P

現
代
の 

、
豪
組
織
が
靜
的
狀
態
.に
居
ん
物
價
亦
現
在
の
標
準 

點
に
於
て
決
定
せ
ら
れ
ん
か
、
以
上
の
所
說
亦
可
な
.

=v 

I

と
雖
も
、
之
を
實
際
に
徵
す
る
に
、
代
®

を
低
落
せ
し
. 

む
る
の
作
用
は
必
ず
，貨
物
に
對
す
る
の
M
要
を
增
加 

し
、
又
勞
力
に
對
す
る
.需
喪
を
增
加
す
る
に
至
る
名
の 

な
り
。
隨
て
機
械
經
營
の
方
式
並
.
.に
組
織
に
改
良
の
.行 

は
る
、
と
否V

J

を
問
：は
ず
、
勞
働
生
産
力
の
增
加
は
.生 

產
费
を
節
約
し
、
代
價
を
低
落
せ
し
む
る
も
の
と
晃
る 

可
く
、
.
一
 

方
に
生
產
數
量
の
制
限
は
勞
働
に
對
す
る
：窗 

喪
を
增
加
せ
ず
、
却
て
之
を
減
却
し
、
賃
錁
支
挪
に
供 

一..せ
ら
る
.、
資
金
.を
7
減̂
却
す
る
も
0
ミ
す
可
き
な
り
。

組
織
あ

る
勞
鱗
者
は
特
殊
の
仕
事
に
使
役
せ
ら
る
可 

き
勞
働
者
の
階
級
を
劃
定
し
て
、
以
て
各
自
の
利
益
を 

保
讓
せ
ん
と
す
る
こ
と
あ
り
。
此
種
の
權
能
は
旣
往
に
. 

於
て
は
、
婦
人
の
特
殊
の
仕
事
に
就
く 

Y

」

ど
を
妨
げ
‘、

又
職
工
.組
合
外
の
勞
働
者
.̂
共
に
勞
働
す
る
こW

を
拒 

否
す
る
場
合
に
用
ひ
ら
れ
た
&
。
蓋
し
職
工
組
合
の
組 

織
の
完
全
と
爲
る
に
隨
ひ
、
組
合
員
の
亨
く
る
利
益
の 

大
な
る
こ
.

V
J

の
明
瞭
と
爲
る
や
"
組
合
の
産
業
上
に
於 

け
る
地
位
の
逋
要
な
る
に
至
る
は
、
論
を
俟
た
ざ
る
所
‘ 

な
る
が
、
之
と
同
時
に
勞
働
者
の
勞
働
す
る
狀
況
即
ち 

產
業
上
の
自
由
な
る
i

の
ば
»

©
な

る
又
訓
練
あ
る
組 

織
に
依
て
、
' 始
め
て
生
ず
る
を
得
る
乙
5
を
認
め
ざ
，る 

可
か
ら
ず
。
多
數
の
傭
者
は
職
工
組
合
の
姐
合
員
た
：る 

權
刺
を
尊
®
せ
ざ
る
爲
め
に
、
或
は
組
合
の
勢
力
を
過 

大
な
ら
ざ
ら
し
む
る
爲
め
に
、.
組
合
外
勞
働
潘
を
使
傭 

す

る

の

權

利

を

主

張

し

て

已

ま

ず

。
此
間
題
の
，̂

決
如 

何
に
，拘
は
ら
す
、
勞
働
苕
の
組
織
の
存
在
す
る
今
日
、 

彼
等
の
要
求
を
峻
拒
す
.る
は
甚
だ
困
雛
な
り
と
雖
も
、
 

個
人
と
協
議
す
.る
ょ
^N

も
、
，
斯
る
闕
體
ビ
協
議
，し

.て
、
 

勞
働
條
件
を
決
定
す
る
は
、
事
甚
だ
簡
單
に
し
て
、

一
 

の
職
業
を
通
じ
て
、、
勞

働

條

件

の

*

一

 

.を
保
つ
の
效
果 

あ
る
可
し
。
旣
往
の
實
際
に
徵
す
る
に
、，組
織
あ
る
勞

第
十I

卷

(
1
1

ニ
九〕

0

錄

働
者
は
小
な
る
事
件
に
乘
じ
て
、
勞
働
條
件
を
支
配
す 

る
爲
め
に
、
其
權
カ
.を
用
ひ
た
る
場
合
少
な
しV

J
せ
ず 

例
へ
ば
或
る
職
工
の
解
傭
せ
ら
れ
ん
と
す
る
場
合
に
、
 

職
エ
組
合
は
解
職
の
理
由
を
不
相
當
と
認
め
、
之
に
對 

抗
す
る
爲
め
に
、
’職H

®

督
の
苛
刻
な
る
行
動
に
反
抗 

す
る
.爲
め
に
、
或
は
エ
場
に
於
け
る
設
備
の
改
良
を
腐 

行
す
る
爲
め
に
？
同
盟
罷
業
を
行
ふ
が
如
き
、
此
適
例 

に
し
て
、
其
趣
意
と
す
る
所
は
要
す
る
に
工
場
の
訓
練 

|

に
對
し
て
、
勢
働
者
自
ら
或
る
權
利
を
收
め
ん
ビ
す
る 

も
の
に
外
な
ら
ず
、
此
點
に
關
聯
.L
V

"
特
に
注
目
を 

値
ず
る
#
近
の
實
例
は
バ
!
、、、
ン
ガ
ム
に
於
げ
る
職
工 

組
合
地
方
會
議
の
發
表
し
た
る
決
議
中
、
職H

自
ら
或 

\

る
程
度
ま
で
工
場
を
管
理
す
るV」

共
に
、
產
物
の
産
出 

高
並
^H

場
の
訓
練
に
就
て
或
る
«

«
を
負
は
ん
と
し 

た
る
の
一
事
に
し
て
、
'此
事
た
る
職
工
は
必
ず
し
も
賃 

銀
の
增
進
の
み
を
希
望
す
る
も
の
に
非
ず
、
此
以
外
に 

身
分
の
變
i£
を
求
め
っ
、
ぁ
る
こ
七
を
_
に
す
る
も
の

と
す
可
'
X、
彼
等
は
賃
銀
收
得
者
*.
る
現
在
の
身
分
を

典
國
I-
於
け
る
戦
時
，の
勞
働
不
安

’
 

第
九
號
 

八
七
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雜
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:

錄
，

英
國
じ
於
け
る
：戦
時
の
勞
働
不
安
二
,：

■

饿
九
：雛

.
八
べ

以
て
滿
足
せ
ず
、
傭
潘W

勞
働
者
V
J
0
.
間
に
於
け
.る
關 

係
の
革
^
を
企
圖
す
る
も
0-
に
外
な
ら
ざ
_る
な
ぅ
9 

第
三
、
生
活
程
度
に
關
係
，を
及
ぼ
す
一
條
項
し
て
■ 

貨
鈒
の
間
題
^
共
に
、
■重
要
な
：る
は
職
業
の
不
規
律
に 

關
す
る
間
題
に
し
て
、
勞
#

不
安
の
免
き
、
職
業
の
不 

規
#

に
關
聯
す
る
所
大
な
る
も
の
あ
b
vし
す
。
不
規
#
 

の
程
度
は
職
業
に
依
て
異
な
&
ヽ
船
渠
勞
働
者
の
如
き
、
 

r
f1
#
爾
的
勞
«
者
た
る
の
名
に
違
.は
ざ
る
も
.の
あ 

6
。:
而
し
て
勞
働
漭
中
、
，
一
定
せ
る
期
間
勞
働
に
就
く 

の
約
定
の
下
に
居
ら
ず
.、
此
較
的
短
期
の
通
知
に
依
て 

解
傭
せ
ら
る
、
も
のA

少
な
か
ら
ざ
る
以
上
は
、
^
時 

或
は
其
就
業
に
確
實
な
る
も
、
不
景
氣
の
：際
に
は
多
數 

の
解
傭
考
を
生
じ
、
此
事
實
ば
熟
練
勞
働
者
を
以
て
自 

任
す
る
载
の
間
に
も
、
不
安
の
感
情
を
惹
起
さ
し
め
ざ 

れ
ば
已
ま
す
。
勞
働
潘
の
家
計
に
於
け
.る
餘
裕
乏
し
く 

職
業
と
生
活
^
の
間
に
緊
密
な
る
關
係
存
立
す
る
以
上 

は
、
此
不
安
の
感
情
の
大
な
る
や
、
論
を
俟
た
ず
。
失 

業
保
險
は
或
る
*
別
の
勞
働
者
に
對
し
て
、
此
種
の
弊

害
を
輕
减
し
た
ク
と
雖
も
、
其
保
險
金
は
失
業
期
間
の 

長
き
に
亙
り
た
る
場
合
に
、
旣
娘
勞
働
者
を
し
て
食
偾 

を
負
^
ざ
ら
し
む
る
を
得
る
ま
で
に
充
分
な
ら
ず
、
加 

ふ
，る
に
勞
働
者
の
多
數
は
此
計
畫
に
關
係
を
有
せ
ざ
る 

f

o

之
を
社
會
上
の
見
地
よ
り
云
ひ
、
又
特
に
産
業 

上
の
調
和
の
點
よ
り
考
ふ
る
に
、職
業
の
確
實
K
し
て
、
 

又
規
律
あ
る
は
、
最
も
希
望
す
可
き
所
に
し
て
、
從
來 

港
灣
並
に
船
渠
に
於
て
勞
働
者
の
仕
事
を
永
久
的
0-
も 

の
た
ら
し
む
る
.爲
め
に
、
種
.々
の
計
畫
行
は
れ
、
其
或 

る
も
の
、
成
效
を
博
し
た
る
は
、
人
の
知
る
所
な
ぅ
。 

此
種
の
組
織
は
宜
し
く
之
を
改
丧
し
、
擴
張
す
可
く
、
 

1
方
忙
熟
練
勞
働
苕
に
對
し
て
も
、
傭
者
が
之
を
解
傭 

せ
んV

J
す
る
場
合
に
、
以
前
よ
6
も
長
き
豫
吿
期
間
を 

與
ふ
る
S
共
に
、
失
業
保
險
を
總
て
の
勞
働
考
に
普
及 

し
、
又
保
險
金
，を
增
加
す
る
が
如
き
は
、
今
日
失
業
の 

齋
す
困
雛
を
減
却
す
る
0
道
な
-
ビ̂
す
可
く
、
斯
く
て 

生
ず
る
費
用
は
自
ら
生
產
费
に
.加
は
る
可
し
と
雖
も
、
 

此
损
失
は
產
出
高
の
增
加
に
依
て
生
ず
る
利
益
の
爲
め
.，

に
均
衡
を
保
つ
に
至
る
可
し
。

第
四
、
或
る
秫
顧
の
職
業
に
於
て
、
仕
箏
の
單
調
ど
. 

爲
れ
る
は
"
之
を
帮
ぅ
可
か
ら
ず
。
唯
多
く
の
產
業
を 

通
じ
て
、
今
日
機
械
の
刺
用
せ
ら
る
、
も
の
多
く
、
單 

調
な
る
仕
事
は
自
動
的
機
械
に
依
て
行
は
る
、
を
以
て 

今
後
益
.々

機
械
の
刺
用
を
®

に
し
、
單
調
な
る
仕
事
は 

之
を
機
祕
に一

任
す
る
の
方
針
を
取
ら
ざ
る
可
か
ら
す 

蓋
し
犁
調
な
る
仕
^
は
人
に
何
等
の
典
味
を
與
へ
f
 

烦
勞
を
加
ふ
る
も
の
甚
だ
大
な
れ
ば
な
ぅ
。

マ
I

シ
ャ 

ル
氏
は
仕
事
の
堪
調
^
生
活
の
m
調
ヾ

」

の
間
に
區
別
を 

設
け
、
後
潘
を
以V

、

恐
る
可
き
も
の
な
り
ビ
し
た
b
o 

蓋
し
都
會
の
罾
«
潘
は
其
仕
事
に
於
て
m
調
な
ぅ
ヾ
し
す 

る
も
、之
を
農
業
に
從
事
す
る
勞
働
溝
に
比
較
せ
ん
か
、
 

短
時
間
の
勞
働
に
就
き
、
休
徽
時
問
を
多
方
面
の
亨
樂 

に
供
す
る
を
得
る
が
故
に
、
仕
事
の
犟
調
を
償
ぅ
に
足
. 

る
可
し
。然
れ
と
も
.如
何
な
、る
場
合
に
於
て
も
、：仕
事
の 

m
調
に
し
て
、
今
‘日
の
狀
況
に
於
て
避
く
可
か
ら
ざ
る 

も
の
«
る
以
上
は
、
勞
働
者
0
產
業
上
並
に
社
會
上
の

狀
況
を
改
良
し
、
彼
等
の
生
活
^
或
る
變
化
を
布
せ
し 

む
る
の
必
要
ぁ
な
。
近
代
，の
都
會
生
活
に
は
亨
樂
運
動 

の
機
會
ぁ
り
。
而
し
で
勞
働
者
.の
要
す
る
所
の
も
の
は 

敎
育
0'
機
會
並
に
亨
樂
を
得
る
資
力
に
外
な
ら
ざ
る
な 

6
。
彼
の
工
場
內
R
於
て
仕
事
の
單
調
な
る
が
爲
め
に 

生
ず
る
弊
#

の
如
き
は
、
有
形
的
設
備
の
改
苠
例
へ
ば 

日
光
の
透
徹
し
、
保
健
の
要
件
に
適
せ
る
建
物
又
は
休 

®
時
間
の
分
配
等
に
依
て
自
ら
之
を
抑
制
す
る
を
得
べ 

き

な
-

^

?
 

/

第
五
、
勞
働
不
安
；の|

原
因
を
以
て
目
す
可
き
は
、
 

勞
働
著
の
多
數
が
現
に
資
本
家
に
依
て
、
掠
奪
せ
ら
れ 

つ
、
ぁ
る
乙
ミ
の
疑
惑
を
懷
ぐ
の
1
事
に
し
て
、
而
し 

て
斯
る
疑
惑
を
生
ず
る
原
因
は一

に
し
て
足
ら
す
。
就 

中
其
顯
著
な
る
も
の
ば
或
る
產
業
に
於
け
る
經
濟
上
の 

狀
況
：に
關
す
る
知
識
：の
缺
乏
に
外
な
ら
す
。
勞
働
者
が 

市
場
の
狀
況
、ヽ
利
潤
弛
に
商
業
上
金
融
上
全
體
の
關
係 

に
無
智
に
し
て
"
無
智
な
る
，が
爲
め
に
、
疑
惑
を
生
じ 

て
'已
.ま
ざ
る
は
明
白
の
事
實V」

す
可
く
、
此
點
に
.於V

纸
九
破
、:
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雜
錄
英
國
に
於
け
る
戦
時
の
分
働
不
安

奶九號

九
o

は
前
世
紀
の
當
初
五
六
十
年
間
銀
行
並
に
金
融
業
*
が 

社
會
の
無
®
の
爲
め
.

に
生
す
る

疑
惑
に
制
せ
.ら
れ

て
、
 

恐
慌
を
惹
起
し
た
る
と
跳
を
.I

に
す
る
も
の
あ
り
。
苦 

し
も
辦
實
が
總
て
の
人
'に
明
瞭
と
爲
ら
ん
か
、
疑
惑
の 

多
，く
が
基
礴
を
失
ふ
に
至
る
や
、論
を
俟
た
ざ
る
な
り
。

第
六
、
傭
者
の
侧
に
於
て
勞
働
者
に
對
し
て
不
滿
足 

を
感
じ
、
爲
め
^
勞
働
不
安
を
生
す
る
^
と
少
な
し
ビ
'
 

せ
ず
。
多
く
の
職
業
並
に
地
方
に
於
て
仕
事
の
繁
忙
な 

る
際
に
、
勢
働
著
の
勞
働
の
不
規
律
な
る
こ
と
は
、
傭 

潘
の
常
に
非
雛
す
る
所
な
り
。
即
ち
勞
働
者
に
し
て
三 

四
日
間
超
過
時
間
の
勞
働
を
爲
す
や
、
次
の
二
三
日
間 

は
全
く
工
場
に
出
勸
せ
ず
、
其
理
由
を
调
は
る
、
や
、
 

旣
に
此
週
間
の
生
活
を
全
ぅ
す
る
に
充
分
の
收
入
を
得 

/a
る
を
以
て
、
全
六
日
間
勞
働
す
る
の
必
耍
に
搔
せ
ず 

と
答
ふ
る
を
常
と
す
。
斯
の
如
き
ば
如
何
な
る
時
に
於 

て
も
不
利
に
し
て
、
又
國
家
存
亡
.の
際
に
は
有
害
な
h
。 

產
出
高
を
減
却
し
、
價
値
あ
る
機
械
を
し
て
一
部
の
仕 

斯
.に
_當
ら
し
む
る
が
.免
き
.、
到
底
之
を
認
容
す
る
の
道

理
を
見
出
さ
い
る
な
6
。
殊
，に
此
種
の
弊
®

の
著
し
&
 

は
港
清
船
渠
造
船
業
等
に
し
て
、
是
等
の
事
業
に
於
て 

は

、
仕

事

の

繁

問

殆
ど
常
な
く
ヽ
.然
も
仕

事

の

不

規

律 

な
る
が
：爲
め
に
苦
む
勞
_
«

は
平
生
-Hr
#

の
性
癖
を
搿 

せ
ざ
る
«

に
し
て
、
隨
て
彼
等
は
劣
等
な
る

生
活
に
安 

せ
んv

j

し
、

一

朝
事
業
繁
忙
'

v
j

爲
る
や
、
不
時
の
收
入 

?:
#

る
も
、
之
を
浪
*
.し
て
、
顧
み
.る
1̂
を

-̂
ら
ず
。
 

斯

る

弊

害

を

抑

制

す

る

に

は

、
仕
事
並
，に
賃
銀
の
不
規 

律
を
除
く
を
以
て
急
務
と
す
可
く
、
失
業
保
險
の
如
き 

は
、
後
者
の
用
を
爲
し
、
其
费
用
は
傭
者
の
分
擔
す
る 

所
ビ
爲
る
も
、
結
房
信
賴
す
可
き
勞
働
溝
の
增
加
す
る 

こV
J

に
依
て
、
傭
者
.自
身
の
利
益
に
歸
す
可
き
な
，̂N。 

生
活
の
程
度
は
之
を
引
上
げ
、
超
過
時
間
の
勞
働
は
之 

を
制
限
し
、
而
し
て
人
を
し
て
規
律
あ
る
賃
銀
を
收
む 

る
に
慣
熟
せ
し
む
る
は
，、
理
想
の
狀
態
を
以
て
、
目
す 

可
き
所
に
し
て
、
今
日
の
如
く
傭
者
が
繁
忙
の
時
の
み 

勞
働
#
を
繼
續
し
て
使
役
し
、
仕
事
の
間
散
な
る
時
に
_ 

之
を
解
俯
す
る
の
自

由

あ

ら

ん

か
、
勞

働

卷

亦
仕
事
の

繁
忙
.な
る
時
に
^

®
時
間
を
減
縮
す
る
を
以
て
、
自
己 

の
權
刺
と
し
、
他
に
對
抗
す
る
こ
.

VJ 

>
爲
る
可
し
。
思 

ふ
.に

勸
儉
の
風
智
の
如
き
も
此
問
題
を
解
決
す
る
，に
資 

す
る
所
あ
る
可
し
。
仕
事
の
不
規
律
な
る
職
業
に
從
事 

す
る
勞
働
潘
に
し
てI

定
の
生
活
程
度
を
.維
持
す
る
の 

必
要
を
認
め
、
所
得
の
屯
均
以
上
に
高
き
時
に
、
之
を 

貯
蓄
せ
ん
か
、
自
ら
所
得
の
屯
均
?:
期
す
る
を
得
べ
し 

傭
潘
に
對
し
て
、
吾
人
の
言
は
んVJ

す
る
所
は「

仕
事 

に
規
律
を
保
た
し
め
へ
组
過
時
間
の
勞
働
.を
抑
制
す
る 

に
最
善
の
努
力
を
致
し
、
_

潘
亦
人
間
に
し
て
、
人 

.間
と
し
て
取
扱
は
れ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
こ
と
を
記
臆
せ 

ょ」

と
の
數
言
に
し
で
、
i
一
 

方
に
勞
働
漭
に
對
し
て
言 

は
ん
と
す
る
所
は「
j

年
の
仕
事
の
馓
す
所
を
計
算
し 

仕
事
の
繁
忙
な
る
時
に
貯
蒂
を
行
ひ
、
斯
く
て
最
高
の 

生
活
權
準
を
維
持
す
-6
を
得
る
が
如
く
に
收
入
を
平
均 

せ
し
む
る」

：の
數
言
な
.る
の
み
。

或
は
傭
奢
の
'
間
に
勞
働
者
：の
不
確
實
な
る
傾
向
の
增 

進
しC

V
S

あ
る
こV

J
.

に
就
：て
、
非
難
を
加
ふ
る
の
說
あ
；

P

即
ち
彼
等
ば
最
近
兩
三
年
間
勞
働
潘
の
信
賴
す
る 

能

は

；ざ

る

に

至

れ

る

ミ

共

に

其

.效

鸦

亦

低

下

す

る

に

至 

れb
v
j

し
、
而
し
て
其
原
因
し

V
"
(
1
)

近
時
の
立 

法
が
社
會
の
他
の
階
級
に
此
較
し
て
、
勞
働
潘
を
特
に 

有
利
な
.る
地
位
に
置
き
た
.る〉

J

ビ
、(

ニ)

勞
働
潘
は
政 

治
上
に
於
て
重
大
な
る
地
位
を
占
め
、
政
黨
の
投
翦
吸 

收
策
は
益
此
傾
向
を
助
長
す
’る
i

s
、(

ニ一 )

社
會
改
a 

家
の
敎
訓
殊
に
.シ
ン
デ
ヰ
カ
リ
ズ
ム
、
階
級
戰
爭
の
敎 

訓
极
勞
働
者
を
し
て
仕
事
に
不
熱
心
な
ら
し
む
る
こ
と 

等
を
擧
ぐ
る
：?:
得
.べ
し
。
或
る
傭
潘
は
如
上
の
傾
向
を 

以
て
、
産
出
高
の
減
少
を
來
す
も
の
.と

し

、

隨

て

エ

業 

上
の
設
備
、
機
械
若
し
く
は
櫥
張
エ
事
に
對
し
て
、
資 

本
を
注
入
す
る
は
、
大
な
る
考
慮
を
要
す
可
く
、
英
國 

に
於
て
舊
式
の
機
械
設
備
の
：行
は
る
V
が
如
き
、
此
般 

の
事

情

：に
支
.配

せ
ら
る
> 
も
の
な
b

と
說
：明
す
る
に
M
 

れ
り
。
又
他
の
傭
者
：は
時
間
賃
銀
の
決
定
せ
ら
る
、
場
‘
 

合
に
.熟

練

の

乏
し
§

、

又

仕
事
の
遲

鈍

な
.る
勞
働

*

の 

效

程

が

全
體
の
檩

準

S
爲
：る
0

一
 
事

を

擧

ぐ
る
を
常
と

?

.

i
 (

ニ
三
三

)

雜
錄
英
國
に
於
け
る
戦
時
の
勞
働
不
安

第九號

」

九



1

:I
4

I
一

：|
..f'
丨ゎ

f• •I”.:

I).
,1!

讀
«
命
1

■!i
!
I

：iif
I

!!

笑

婼
十一

卷

(

一
ニ
ニ
四)

雜
‘

錄

英

國

I ;

於
け
る
i

の
#
_
不
ま

第
九
號
..

九

す
。
1
£し
て
此
紙
點
を
视
ふ
爲
め
、
最
低
の
標
维
を
定 

め
、
，仕
事
に
於
け
る

奢

®

、

普

通

の

熟

練

程

度

等

を

參 

酌
し
て
之
に
充V

、

此
以
上
の
勞
働
激
の
爲
め
に
"
M 

に
淇
有
す
る
特
殊
の
技
能
に
對
し
て
報
酬
を
收
む
る
の 

道
を
開
く
の
方
法
認
.め
ら
れ
、
其
細
目
の
決
定
は
傭
* 

勞
働
渚
の
間
に
於
け
る
協
議
の
問
題
に
上
り
、
種
々
の 

議
論
を
惹
起
し
て
已
ま
ざ
る
な
り
。

第
七
、
今
囘
の
戰
爭
開
始
以
來
E
に
.上

記

以

外

の

原 

因
に
依
て
、
產
業
上
の
紛
議
を
釀
成
す
る
に
至
れ
ぅ
0
■
 

即
ち
戰
<f
の

破

裂

す

る

や

、

勞

働

满

並

に

傭

者

^'
愛

國
 

心
に
制
せ
ら
れ
て
、
當
時
猜
爭
中
の
紛
議
を
解
決
し
、
 

產
業
上
の
休
戰
を
宣
言
し
た
り
。
固
ょ
6
戰
時
に
於
て 

は
ノ
之
を
平
時
に
比
較
し
て
、
勞
働
紛
議
の
數
蓊
し
く 

減
少
し
た
ぅ
ビ
離
4
、
上
記
の
休
戰
は
織
に
千
九

百
十
 

五
年
の
年
初
ま
で
持
續
せ
ら
れ
た
る
の
み
。
而
し
て
休 

戰
狀
態
の
破
る
、
や
、
其
重
な
る
原
因
の
生
活
费
騰
貴
.
 

に
存
せ
る
は
勿
論
な
る
が
、

一
方
に
諸
會
社
殊
に
海
運 

業
_
係
-の
會
社
.が
.暴
利
を
收
め
^
る 

一
»

も
亦
沐
.戰
.破

毁
の
勢
を
促
し
た
ぅ
ビ
認
め
ざ
る
可
か
ら
す
。
即
ち
勞 

働
者
は
國
民
的
嬰
求
が
私
人
の
利
益
の
爲
め
に
脅
か
さ 

る
、
こ
を
信
じ
た
る
も
の
に
し
て
、
千
九
百
十
五
年 

の
辟
甜
罷
業
の
^

^
勃

發

し

た

る

が

勿

き

.、
要
す
る
に 

斯
る
狀
態
に
對
す
る
反
抗
を
賃
龈
增
進
の
形
態
に
於
て 

.現
し
た
る
.も
の
に
外
な
ら
ざ
る
な
り
。
固
ょ
り
傭
者
勞 

働
渚
共
に
戰
時
政
府
の
實
施
し
た
る
各
種
の
計
皲
に
依 

て
行
動
の
自
由
を
朿
雛
せ
ら
れ
た
り
ビ
感
ず
可
く
、
又 

兩
者
共
に
軍
需
品
は
の
下
に
於
け
る
®
繁
な
る
f5
J

K
を 

.不
快
と
す
可
く
、
殊
.に
勞
働
者
は
®
需
品
裁
判
所
の
判 

決
の
自
家
に
苛
酷
な
る
を
怨
む
可
く
、
斯
の
如
く
し
て 

醸
成
せ
ら
れ
た
る
反
感
は
：衢
突
の
機
會
を
多
く
し
、
且 

つ
長
時
間
最
高
度
の
速
力
に
於
け
る
勞
働
の
爲
め
に
生 

ず
る
肉
體
上
の
疲
勞
は
此
種
の
危
險
を
大
な
ら
し
め
た
. 

t

1
1

勞
働
不
S
.を

抑

制

す

る

諸

方

策
 

勞
働
不
安
を
抑
制
す
る
諸
方
策
と
し
て
、
認
め
'6
る 

、
も
の
*

の
如
し
。

(
1
)

和
解
仲
栽
周
.

(

ニ)

仲
裁
_

(

三)

エ
業
紛
議
調
赍
局
''
'
:

(

四)

利
益
分
配
並
に
勞
資
協
同

(

五)

產
業
組
合

第

一
、，

和
解
仲
裁
局
。
多
く
の
産
業
を
通
じ
て
勞
働 

紛
識
に
處
す
る
設
備
ぁ
ぅ
ヽ
或
は
永
久
の
和
解
仲
裁
局 

を
設
け
て
總
て
の
紛
«

を
同
局
に
解
決
せ
し
め
、
或
は 

職
工
組
合
ヽ
傭
者
組
合
等
の
規
約
に
於
て
、
聯
合
龠
議 

の
召
集
を
認
む
。
是
等
制
度
の
成
效
は
自
ら
傭
者
又
は 

勞
働
者
の
間
に
於
け
る
組
織
の
良
否
に
依
る
も
の
に
し 

て
、
傭
者
に
於
て
職
工
組
合
を
承
認
す
る
の
道
理V

J

爲 

る
可
ぐ
、
斯
る
承
認
を
缺
か
ん
か
、
紛
議
解
決
の
機
關 

を
組
織
す
る
は
甚
だ
困
難
に
し
て
、
傭
者
勞
働
者
間
に 

於
け
る
爭
端
は
同
盟
罷
業VJ

爲
b
同
盟
解
俯VJ

爲
ら
ざ 

る
を
得
す
。
永
久
的
和
解
局
並
に
聯
合
會
議
の
數
は
近 

年
增
加
し
たb

v
j

雖
も
、
其
偕
値
は
是
等
團
體
の
干
與

す
る
事
件
の
少
な
く
、
結
局
業
務
の
停
麕
を
生
ず
る
乙 

に
依
て
，
之
を
剑
斷
す
る
を
得
べ
し
。
現
に
千
九
西 

十
三
年
百
九
十
五
の
仲
裁
和
解
局
並
に
聯
合
會
議
は
四 

千
七
十
の
紛
議
解
決
に
關
係
し
た
る
が
、
其
解
決
に
成 

一
效
し
た
る
は
ニ
千
ニ
百
八
十
三
件
を
數
ふ
る
の
み
。
是 

一
等
永
久
的
仲
裁
和
解
局
の
職
務
は
傭
著
^
勞
働
著
と
を 

し
て
彼
等
の
間
に
存
す
る
異
議
•を
論
談
決
定
せ
し
む
る 

に
存
し
、
協
議
の
成
立
せ
ざ
ぅ
し
場
合
に
於
て
も
、
尙 

ほ

一

名
又
は
一
名
以
上
の
仲
裁
渚
を
選
定
し
て
、
其
決 

I

定
?:
«
ぎ
、之
に
承
服
す
る
も
の
す
。然
も
其
制
度
の 

,
任
.意
的
な
る
以
上
は
："
勞

働

者

は

同

.盟

罷

業

に

訴

へ

て 

自
家
の
要
求
を
賞
徹
す
る
の
權
利
を
留
保
甘
ん
と
す
。

I

和
解
が
仲
裁
に
比
較
し
て
、
可
な
b
ビ
獬
せ
ら
る
、
は 

相
互
の
合
意
に
依
て
成
れ
る

約
定
が
兩
當
_
者
に
依
て 

承
認
せ
ら
れ
、
又
遵
守
せ
ら
る
、
の
故
を
以
て
な
b
。
 

茲
に
於
て
か
加
解
局
の
機
關
を
職
.張
し
、
完
成
し
、
各 

產
業
に
於
け
る
永
久
の
組
織
た
ら
し
む
る
の
說
ぁ
b
、
 

H

業
紛
議
調
査
：局
の
如
，き
、
此

耍

求

を

參

酌

し

て

、
組

婼
九
號
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安



钫
十
i
 

(

一
二
ニ六)

雜

錄英威に於

Y

職
時
の
勞
働
不
安

織
せ
ら
れ
た
る

も
の
に
し
て
、

一

方
に
聯
合
協
議
會
の 

如
き
は
、
不
滿
足
の
感
な
き
能
は
ず
、
蓋
し
斯
る
會
合 

の
催
ほ
さ
る
、
時
に
は
、
紛
譏
は
旣
に
發
生
し
て
、
或 

る
時
期
を
經
過
し
、
雨
當
事
溝
の
間
に
不
穩
の
感
情
釀 

成
せ
ら
れ
、
而
し
て
感
情
の
極
端
な
る
卷
,0
み
が
選
«
 

れ
て
、
双
方
の
利
害
を
代
表
す
る
が
故
に
、
平
和
的
解 

決
の
希
望
甚
、た
少
な
き
に
.至
る
可
き
を
以
て
な
6
。
即 

ち
今
日
に
於
て
必
要
な
る
は
總
て
の
異
議
を
其
起
る
に 

隨
て
自
動
的
に
處
理
す
る
永
久
の
組
織
に
外
な
ら
ざ
る 

な

ぅ

0

.

第
二
、
伸
裁
(a
)
任
意
。
相
互
の
合
黧
に
依
て
解
決
す 

る
能
は
ざ
る
紛
議
の
起

れ

る

ビ

き

に

ば

、

之
を
第
三
著 

の
仲
裁
に
委
し
て
、
以
て
同
盟
罷
業
又
.は
同
盟
解
俯
の 

發
生
を
趣
け
ざ
る
可
か
ら
ず
。
仲
裁
は
和
#
に
比
較
し 

て
、
其
利
用
せ

ら

る

y
こ
マ
し
少
な
く
、

且
つ
或
る
不
利 

益
の
固
着
す
る
も
の
あ
う
。
蓋
し
公
平
無
私
に
し
て
、
 

然
も
產
業
の
細
目
に
通
ず
る
人
を
見
出
す
は
甚
だ
困
難

笫
九
號 

九
四

し
、
善
良
の
意
思
を
以
て
す
る
も
勞
働
^
ょ
ぅ
も
傭
激 

.■に
同
情
?:
表
す
る
の
'事
實
は
多
く
實
際
に
起
る
可
く
、
 

其
決
定
が
兩
當
事
者
中
のr

方
又
は
双
方
に
喜
ば
れ
ざ 

ら
ん
か
、
到
底
之
を
厲
行
す
る
の
道
な
く
、
隨
て
無
効 

に
歸
す

る

も
の
ビ
云
は
ざ
る
を
得
ず
。
仲
裁
者
の
選
任 

一
に
就
セ
、
當
事
者
の
合
意
を
得
る
こ
^
の
困
雛
な
る
が 

爲
め
に
の
解
決
を
商
務
院
に
委
す
る
こ

S
あ 

商
務
院
は
千
A
百
九
十
六
年
の
法
律
に
據
b
、
同
長
官 

紛
議
事
件
に
干
與
し
、
當
事
者
を
し
て
會
商
せ
し
む 

る
の
權
限
を
有
し
、
當
事
者
の
請
求
に
基
き
、
伸
裁
 ̂

j
を
も
任
命
す
る
を
得
べ
し
。
最

^

^

務

院

は

利

裁
^

を 

|
任
命
す
る
に
业
ま
れ
る
が
、
近
^

に
至
b
重
要
な
る
箱
- 

| 

'譲
に
際
し
て
は
商
務
院
自
ら
進
ん
で
紛
議
解
決
の
主
動 

一
者v

j

爲
り
、
殊
に
，戰
時
の
今
日
に
於V

、

活
動
の
著
し 

き
を
見
る
こ
と
、

.爲
れ
&
。
思
ふ
に
產
業
上
の
紛
議
に 

對
す
る
國
家
の
干
渉
は
將
來
益
®
要
の
地
位
を
占
む
る 

に
至
る
可
し
と
.

も
、
之
に
對
し
て|

定
の
制
限
あ
b 

又
不
利
益
の
^
^
>フ

こ

ざ

る

^

ず
。

商
務
院
は
紛
議
の
解
決
を
託
せ
ら
るA

に
非
ざ
れ
W
、
 

事
件
が
發
展
し
て
、
同
盟
罷
業
又
は
同
盟
解
傭
の
危
機 

を
招
く
に
至
る
ま
で
、
紛
議
の
存
在
を
知
る
能
は
ず
、
 

隨
て
多
く
の
場
合
に
於
て
は
仕
事
の
停
廢
を
避
く
る
に 

時
機
を
失
し
、紛
議
解
決
の
困
難
を
大
な
ら
し
む
可
し
。 

殊
に
商
務
院
の
任
命
し
た
る
伸
裁
漭
は
當
事
著
の
任
選 

し
た
る
伸
裁
器
と
同
樣
の
信
任
を
博
す
る
に
黾
ら
ず
。
 

本
來
當
事
潘
が
商
務
院
に
事
件
?:
-
訴

ふ

る

は

、
，
當
事
潘 

が
他
の
要
求
を
容
れ
ざ
る
場
合
に
最
後
の
手
段
と
し
て 

之
を
爲
す
も
の
な
る
が
故
に
、
當
初
ょ
り
仲
裁
者
の
困 

雛
な
る
地
位
に
居
る
は
已
む
を
得
ざ
る
所
に
®
し
、
之 

に
加
ふ
る
に
傭
*
階
級
に
！
！
し
、
其
利
害
を
代
表
す
る 

の
疑
惑
を
蒙
る
の
損
失
あ
る
-̂

免
か
れ
ざ
る
な
り
。

.(b
)
强

制

。
歐

洲

戰

爭

は

經

濟

上

の

領

域

に

於

て

"
國 

家

干
渉
の
行
は
る

、
範

圍
を
搬
張

す

る

に

至

ら

し

め
る 

が
、
殊
に
其
重
要
な
る
は
千
九
百
十
五
年
軍
®
品
法
の 

下
に
強
制
仲
裁
法
の
認
め
ら
れ
た
る|

事

な

す

。 

强
制
仲
裁
の
M

た
る

多
年
英
國
U
於
て
論

举

せ
ら
れ

資
本
家
並
に
勞
働
者
は
概
し
て
之
に
反
對
し
た
る
の
來 

歷
あ
る
を
以
て
、
戰
時
事
變
に
應
す
る
訐
畫V

J

し
て
、
 

此
制
度
の
實
行
せ
ら
れ
た
る
は
一
の
新
耜
7£
を
劃
す
る 

も

の

と

す

可

く

"
戰

爭

の

腿

迫

並

に

國

民

的

利

害

に

副 

は
ん
と
す
る
愛
國
的
希
望
は
傭
者
並
に
勞
働
潘
を
し
て 

國
家
の
專
斷
的
規
定
を
容
れ
て
、
自
己
の
利
窖
を
沱
右 

ぜ
し
む
る
に
至
れ
る
次
第
な
る
可
し
。
旣
に
然
る
以
上 

.は
、
國
民
的
要
求
が
斯
る
犠
牲
を
必
駆
と
せ
ざ
る
時
期 

に
^
來
1
れ
は
、
‘此
潮
流
の
消
散
す
る
は
當
然
の
數
に 

し
て
、
又
兩
當
事
者
か
嫌
惡
す
る
强
制
的
制
度
を
存
續
. 

す
る
の
愚
な
る
や
論
を
俟
た
す
。

伸
裁
は
其
任
意
た
る
ビ
、
强
制
た
る
ビ
を
問
は
ず
、
 

同

一
の
制
限
に
，服
す
る
も
の
な
6
。
伸
裁
の
間
®
た
る 

可
き
も
の
は
現
行
契
約
の
解
釋
を
始
め
と
し
て
、
貨
鈒 

勞
働

時
間
の
間
題
の
如
き
、

一
ど
し
て
然
ら
ざ
る
は
な 

し
。
其
之
を
解
決
す
る
や
、
多
く
兩
當
事
者
の
妥
協
に 

依
る
，J

と
多
し
と
離
も
、
根
本
原
則
の
爭
に
至
て
は
、 

到
鹿
其
妥
協
を
許
さ
す
.、
之
を
承
！i

す
る
か
、
拒
絕
才

第
九
號
.‘

九
五
，

站
十1

卷

c
r
.
H
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第

十

一

能(一

ニ
ニ
八)

雜錄焚關に於ける戰時の

嘮
侧
不安

る
か
、
其
一
を
以
て
し
、
然
も
當
事
潘
の
一
方
が
他
方 

に
讓
步
せ
ざ
る
に
於
て
は
、
紛
淨
は
之
を
避
く
可
か
ら 

ざ
る
な
り
。
.例
へ

ば

職

工

組

合

承
！！

に

關

す

る

紛

宰

の.
 

如
き
、
貨
銀
變
觅
に
關
す
る
紛
爭
ょ
ぅ
气
页
に
重
大 

に
し
て
、
如
何
な
る
伸
裁
^
と
雖
も
、
滿
足
苓
る
解
決 

を
下
す
能
は
ざ
る
可
し
。

'■
第
三
、
工
業
紛
議
調
赍
局

。

此

調

査

局

は

千
.*
百

十 

三

年

設

立

せ

ら

れ

、

今
日
現
存
し
、
一
一
十
六
名
の
•
.
委

員
 

並
に
委
員
長
ょ
&
成
り
、
傭
潘
並
に
勞
働
潘
は
谷
々
委 

員
の
.半
數
を
代
表
し
：
殆
ざ
全
國
に
於
け
る
重
要
な
る 

X
業

を

綱

羅

し

、

ナ
ー
、

デ
ヨ
ー

ジ
、

ア
ス
ク
ウ
キ
ス 

の
委

員

長

れ

る
こ
ミ
世
人
の
知
る
所
の
如

し

。

此
調
査 

周
設
立
の
理
曲
は
千
九
西
十
三
年
十
月
十
日
商
務
院
の 

發

表

し

た

る

理
由
書
に
徵
す

る

と

き

は
、
其
一
班
を
窺 

ふ
を
得
べ
し
。
日
く
政
府
は
近
時1

㈣
ゐ
衆
が
不
利
の 

影
響
を
蒙
る
產
業
上
の
紛
議
を
#
认
し
、
又
之
を
短
翁 

す

る

現
行
官
立
機

關
を
改
造
し
、
且
つ
之
を
黧
固
な
ら 

し

む

る
最
良
の
方
法
を
攻
究
す
る
の
必
要
を
認
め
、
總

第
九
璐 

九
六

理
大
E
、
商
務
院
長
i
.B
並
に
全
國
主
要
の
產
業
に
關
係 

し
、.
且
つ
俯
*
勞
働
潘
問
の
平
和
關
係
維
持
の
爲
め
に 

採
用
せ
ら
れ
た
る
方
法
に
通
_
す

る

代

表

的

.傭

者

及

び 

勞
働
考
の
間
に
數
次
の
會
商
を
試
み
、
其
結
梨
商
務
院 

長
官
は
俯
考
並
に
勞
働
者
の
代
表
者
ょ
り
成
る
工
業
紛 

議

調

査

局

を組
織
し
、
總
てH

業
上
の
紛
議
に
關
し
、
 

調

査
局
に
申
請
せ
ら
れ
'た
る
も
の
を
調
奄
し
、
之
に
對 

し
て
適
當
の
解
決
を
下
す
‘乙
と
、
し
た
り
。
固
ょ
り
政 

府
は
以
上
の
新
制
度
を
實
施
す
る
に
當
>
、
現
に
行
は 

れ
、
又
仕
事
の
停
麕
を
防
遢
し
"
或
は
紛
議
を
解
決
す 

る
目
的
を
有
す
る
任
意
的
方
法
に
干
渉
す
る
も
の
に
非 

ず
、
寧
ろ
之
を
助
長
せ
ん
と
す
る
も
の
な
b
、
唯
千
九 

百
十
六
年
の
和
解
法
の
下
に
ヽ
商
務
院
が
和
解
に
關
す 

る
職
務
を
染
す
に
當
り
、
今
囘
の
如
き
制
度
に
侬
て
、
 

補
は
る
、
の
必
要
ぁ
る
や
論
を
俟
れ
中
と
。

第
四
、
利
益
分
配
並
に
勞
資
協
同
。
産
業
上
の
關
係 

を
一
新
し
"
傭
者
勞
働
潜
間
の
衝
突
を
防
ぐ
の
目
的
を 

以
て
、
行
は
る
ゝ
は
刺
益
分
配
並
に
勞
資
協
同
の
制
度

是
れ
な
り
。

是
等
_
度
の
下
'に
於
て
は
、
傭
激
ビ

勞
働
’

に
利

益

分

配
.^
度

が

勞

働

潘

に

對

す

る

刺

益

金

の

支

别

を
延
期
す
る
方
法
に
充
て
ら
れ
、
利
益
金
の
分
配
を
受

く
る
者
が
或
は
職
工
組
合
の
組
合
員
に
非
ざ
る
.レ
と
を

潢
と
の
間
に
於
け
、る
普
通
の
關
係
は
持
續
せ
ら
る
れ
ざ 

も
、
後
苕
が
純
益
に
對
す
る
' -
部
分
の
分
配
に
與
る
を 

以
て
其
特
色
と
す

。

或
る
場
合
に
於
て
は
利
益
分
配
法 

は
成
效
し
た
る
が
如
し
と
雖
も
、
現
在
の
形
態
を
以
て 

す
る
と
き
は
、
齑
業
制
度
に
於
け
る
一
の
試
驗
た
る
に 

止
ま
り
、
，勞
働
考
が
之
に
反
對
し
つ 

> あ
る
間
は
產
業 

上
の
不
安
の
間
題
を
根
本
的
に
解
決
す
る
に
足
ら
ず
。
 

多
數
勞
働
者
は
之
を
以
て
勞
働
潘
の
動
勉
を
刺
戟
し
、
 

■斯
く
て
墙
加
し
た
る
產
物
の」

小
.部
分
を
勞
働
者
に
與 

ふ
る
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
.

し̂
て
、.
之
に
反
對
す
る
の
み

な
ら
す
、
.職
工
組
合
.の
主
^
並
に
勞
働
：者
の
團
結
を
雜 

弱
な
ら
し
む
る
の
非
難
を
免
か
れ
ず
。
.
.
職

工

組

合

に

し 

て
存
在
せ
ざ
‘ら
ん
か
、
勞
働
者
と
傭
者
ミ
勞
黎
條
件
を 

協
定
す
る
に
不
利
益
の
地
位
に
陷
る
は
勢
の
.免
か
れ
*
 

き
所
と
す
可
く
、
隨
て
職
X
組
合
を
雜
弱
な
ら
し
む
る 

も
の
は
勞
働
潘
の
援
助
を
收
む
る
能
は
ざ
る
な
6
。
殊 

姑
十
ー
猞(

一」

三
九)

錄

雜

要
し
.、
或
は
永
年
間H

業
主
の
使
役
の
下
に
在
る
を
要 

し
、
或
は
同
盟
®
業
を
爲
し
た
る
ど
き
に
は
、
利
益
分 

配
に
興
る
權
利
を
沒
收
す
る
が
如
き
、
勞
働
者
の
㈨

«
 

に
對
抗
す
る
權
能
を
制
限
す
る
の
方
法
に
利
用
せ
ら
る 

、
所

な

り

。

且
づ
利
益
分
配
.尬

に
勞
資
協
同
の
現
制
度 

は

產

業

の

支

配

に

就

て

^
^
勞

働

者

の

干

與

す
る
を

許 

さ
ず
、
勞
働
者
の
所
有
す
る
株
式
の
割
合
は
甚
だ
小
额 

に
し
て
、
會
社
に
於
て
何
等
の
權
勢
を
發
撖
す
る
の
典 

た
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
斯
る
株
主
の
權
利
に
制
限
を 

加
ふ
る
の
實
例
ぁ
り
、
又
ニ
三
の
實
例
に
於
て
は
、
斯 

る
株
主
に
取
締
役
の
定
數
を
選
任
す
る
の
權
利
を
與
ふ 

る
と
雖
劣
、
其
數
た
る
、
頗
る
少
な
く
、
隨
て
會
社
の 

支
配
に
何
等
の
關
係
を
及
ぼ
さ
ず
、
會
11
:
管
理
權
の
俯

第
九
號 

九
セ
.

英
國
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第
十一

卷

(一

ニ
三
〇)

雜

錄
茶
業
勞
働
の
現
況

考

の

掌

中

に

存

す

ざ

は

如

何

な

5'
«'
合
，に
於
て
も
異
な 

る
所
な
し
^J
す
。

第
五
、

r

の
理
想
と
し
て
考
ふ
る
^
き
は
、
產
業
組 

合

の

下

に

產

業

を

組

織

す

る

は

事

の

宜

し

き

?:
得
穴
る 

も
のv

j

す
可
し
。
モ
I

•ジ
ス
、
オ
^
—
ク
エ
シ
等
の
敎
へ

| 

た
る
が
如
く
、
産
業
組
合
は
産
業
社
會
に
公
正
を
導
く 

の
所
以
た
る
可
く
、
前
世
紀
の
央
產
業
並
.に
貯
菩
組
合
• 

法
が
產
業
組
合
を
&

E
し
て
以
來
組
合
の
運
動
に
就

て 

大
な
る
希
望
の
繫
が
れ
た
る
次
第
な
れ
ど
も
、1
方
に 

有
限
責
任
の
會
社
組
織
其
緖
に
就
き
、
企
業
者
は
此
會 

社
組
織
の
下
に
、
#
:富
な
る
資
本
金
，を
吸
收
す
る
を
得\ 

る
に
至
れ
る
が
爲
め
、
產
業
組
合
は
生
產
業
に
適
用
せ
一 

ら
れ
ざ
る
の
勢
を
馴
致
し
た
b
。

第
九
號 

九
八

茶

業

勞

働

の

現

况
勝

俣

千

之

助

.

.

.菩
人
が
鈍
才
を
以
て
實
地
踏
蜜
を
企
て
、
幾
多
の
斯 

業
精
通
家
、
數
多
の
經
驗
家
に
面
接
し&

說
乙
論
を
參 

¥
し
て
類
>;
|
せ
し
も
の
左
の
勿
し
。

，

(

一)

外
部
的
勞
働
：

(

ィ)

茶
園
耕
作
農
夫

此
農
夫
の
年
中
に
於
け
.る
工
程
を
示
せ
ば.

一
月
、
堆
績
肥
料
の
製
造
.

二
月
、
寒
肥
の
施
用
. 

. 

三
月
、
淺
耕
、
除
草
、
芽
出
肥
の
施
用 

四
月
ヽ.

窖

蟲

發

生

の

注

意

及

豫

防
•
 

五
月
"
晚
.霜
の
豫
防
、
摘
後
の
剪
枝 

六
月
、
淺
耕
及
追
肥

七
月
、

一
番
茶
に
剪
枝
せ
ざ
b
し
も
の
は
摘
採
後 

,

直
に
剪
枝
、
綠
肥
用
大
S
の
鋤
込
、
雜
萆

引
入
初

め

：

八
月
、
除
草
、
基
肥
、
.堆
肥
の
製
造
、
雜
草
敷
込

九
月
、
冗
枝
の
剪
除
，
深
耕
及
元
出
し
、
基
肥
施

.

'

用

十
月
。
株
元
.の
±
寄
せ
： 

一
 

:
ナ

1
月
ヽ
茶
樹
株
内
の
掃
除 

,

十

二

月

ヽ

堆

肥

製

造

の

準

備 

此
等
の
勞
務
に
對
す
る
勞
鈒
は
宇
治
、
狹
山
、
靜

岡

| 

等
、
何
れ
の
地
方
に
て
も
、
熟
練
勞
働
*
ヽ
不
熟
練
勞 

働
者
の
差
に
從
つ
て
三
十
五
餞
ょ
ぅ
五
十
餞
內
外
の
日 

當
に
し
て
、
勞
働
時
間
は
十一

ニ
時
間
に
て
其
間
嚴
密 

な
る
定
め
な
し
、
然
れ
ど
も
上
記
の
エ
程
中

に
て
施
肥 

勞
働
に
.
.至
り
て
は一

反
步
三
圆
五
十
錢
位
に
て
請
負
はj 

し
む
る
事
あ
ぅ
、
爾
宇
治
に
て
は
玉
露
の
製
造
に
用
吵 

る
茶
葉
に
對
し
て
は
、
日
光
の
直
射
を
防
ぐ
爲
、
玉
露 

園
上
の
空
間
に
薇
を
な
す
特
殊
の
エ
程
あ
り
、
之
に
對 

し
て
は
！
反
步
七
圓
位
に
て
請
負
.は
し
む
る
臂
慣
あ
^N 

斯
の
如
く
茶
檠
^

^
は
他
の
勞
働
眷
の
如
く
0:
-
々
同4

婼
十I

卷

(

ニ一

三
})

 

•

雜

錄

茶

勞̂働の現況

の
.作
業
^ -

線
返
す
も
の
に
あ
ら
ず
し
\
し
、
時
季
に
よ
^
' 

て
其
作
業
を
異
に
し
、
從
て
賃
金
に
も
差
異
を
生
じ
、
 

勞
働
時
間
も
春
夏
は
比
較
的
長
く
、
秋
冬
に
至
れ
ば
.短 

縮
さる、

も
の
な
6
。

(

'ロ)

摘
婦

茶
葉
の
摘
採
は
四
季
を
通
じ
て
な
す
も
の
に
あ
ら
ず 

靜
岡
地
方
に
て
は
五
月
上
旬一.

番
茶
の
摘
採
よ
り
初
め 

八

月

下

旬

乃

.至

九

月

上

旬

四

番

茶

の

摘

视

を

以

て

茶

摘 

時
季
の
終
了
と
す
、
狹
山
地
方
に
て
は
一
番
茶
摘
採
の 

時
季
は
靜
岡
ビ
大
差
な
し
と
雖
、
六
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